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■ 機 関 紹 介 ■

１．は じ め に

公益財団法人鳥取県保健事業団は，鳥取県およ

び県内市町村等の出資により昭和５２年に設立され

た公益法人です．

県民の健康の保持・増進を目的として各種の健

（検）診・検査を実施しています．近年では，死

因の上位を占める生活習慣病（がん・心臓疾患・

脳血管疾患等）の予防，ならびに職場で働く方々

の健康管理に力を注いでいます．また，水質検査・

大気測定をはじめ，生活環境全般にわたる検査・

測定を実施することにより，生活環境の保全に取

り組んでいます．

２．事業登録及び事業内容

・作業環境測定機関

・計量証明事業所（濃度・音圧

レベル・振動加速度レベル）

・水道法第２０条水質検査機関

・水道法第３４条簡易専用水道検

査機関

・食品検査登録機関

・温泉分析登録機関

・浄化槽指定検査機関

環境部門の事業内容としては，作業環境測定

（粉じん，放射線，特定化学物質，鉛，有機溶剤）

の他，環境計量証明事業（濃度，騒音，振動），

水道法に係る水質検査や簡易専用水道検査，食品

検査，温泉分析，浄化槽法定検査，廃棄物分析等

各種測定検査を実施しています．

３．作業環境測定の実施状況

当事業団における作業環境測定の実績は，昨年

度の単位作業場所にして約３００程度です．しかし，

現在第１種作業環境測定士５名，第２種作業環境

測定士３名が在籍し，今年度も測定士の養成を計

画しており，鳥取県全域において作業環境測定を

実施するべく作業環境測定事業の拡大を計画して

います．

また，最近では PM２．５などの吸入粉じんによ

る健康被害への不安がマスコミ等でも大きく取り

上げられており，一般の方の関心も非常に高くな

ってきています．

このような状況の中，粉じんをはじめとする有

害物質による健康被害を防ぐため，作業環境測定

機関として正確な測定をすることはもとより，こ

れを機会に事業者の方にも健康診断と合わせて，

健康被害を予防するための手段としての作業環境

測定を確実に実施してもらえるように，注意喚起

していきたいと考えます．

４．会 社 概 要

団体名：公益財団法人鳥取県保

健事業団

設立：昭和５２年４月１日

基本財産：３０００万円

職員数：約１７０名

本部（健診センター）：

〒６８０―０８４５ 鳥取県鳥取市富

安二丁目９４―４

TEL：０８５７―２３―４８４１

FAX：０８５７―２３―４８９２

立川事務所（環境検査課）：

〒６８０―００６１ 鳥取県鳥取市立川町六丁目１７６

TEL：０８５７―２３―４８４３ FAX：０８５７―２３―４８６２

吉方温泉分室：

〒６８０―０８４１ 鳥取県鳥取市吉方温泉三丁目７５１

TEL：０８５７―２７―０１７５ FAX：０８５７―２７―０１７６

西部健康管理センター：

〒６８３―３５４７ 鳥取県米子市流通町１５８―２４

TEL：０８５９―３９―３２８８ FAX：０８５９―３９―３２７７

中部支部：

〒６８２―０７０４ 鳥取県東伯郡湯梨浜町南谷５２８―１

TEL：０８５８―４７―５２３０ FAX：０８５８―４７―５２３１

http : //www．hokenjigyoudan―tottori．or．jp/
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